
機能評価係数Ⅰ

特別室 （ 5階南　1床　6階南　1床　7階南　1床 ）
個室（A） （ 4階南　7床　5階南　2床　5階北　3床

係数合計　　1.431

ご　　　案　　　内

■ 入院基本料に関する事項
地方厚生局長へ「一般病棟入院基本料・急性期一般入院料１」の届出を行っております。
看護職員配置の詳細は、病棟ごとの掲示をご覧ください。

■ 診療報酬の算定方法
厚生労働省からＤＰＣ対象病院のＤＰＣ標準病院群として指定されているため、入院の
費用は診断群分類点数表に基づいて計算されます。

（
基礎係数 1.0451 0.3244

）機能評価係数Ⅱ 0.0451 救急補正係数 0.0164

22床 36,850円

■ 地方厚生局長への届出事項に関する事項
①基本診療料及び特掲診療料の届出事項は、届出施設基準の一覧をご覧ください。

②入院時食事療養に関する事項
入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っております。管理栄養士によって管理された食事を
適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。

③保険外併用療養費（選定療養）
① 特別な療養環境の提供（有料室）の１日の料金

　3床 60,500円



（ 6階南　2床　6階北　3床　7階南　2床　7階北　3床 ）
個室（B） （ 5階南　1床　6階南　1床 ）
２床室 （ 4階南　10床　5階南　8床　5階北　14床

（ 6階南　8床　6階北　14床　7階南　4床　7階北　14床 ）

明細書の発行状況に関する事項

保険外負担に関する事項

　病院長

　2床 29,700円
72床 8,800円

＊  全国土木建築国民健康保険組合に加入の患者様は半額の料金となります。

発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出

② 初診料に加算する料金 3,300円
紹介状がないまま直接来院された患者様からは上記料金を申し受けます。
ただし、緊急その他止むを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

＊  全国土木建築国民健康保険組合に加入の患者様は無料となります。

■
医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行
の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、
その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への

ください。

■
保険診療と重複しないサービスや物を希望される場合は、保険外負担として別記の
料金をご負担いただきます。

令和　７年　１１月








